
川 監 収 第 ９ ４ 号 

令和６年８月２２日

川口市長 奥ノ木 信夫 様

川口市監査委員 澤野 高雄 

同          金井  洋 

同        福田 洋子 

同         古川 九一 

令和５年度決算に基づく財政健全化等審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により審査に付された令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類について審査した結果、

次のとおり意見を提出します。



令和５年度川口市財政健全化等審査意見 

１ 基準に準拠している旨 

  監査委員は川口市監査基準に準拠して審査を行った。 

２ 審 査 の 種 類 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づく健

全化判断比率等審査 

３ 審 査 の 対 象

令和５年度決算に基づく 実質赤字比率 

同             連結実質赤字比率 

同             実質公債費比率 

同                   将来負担比率 

                             川口市水道事業会計 

同              資金不足比率   川口市下水道事業会計 

                          川口市病院事業会計 

４ 審査の着眼点 

  審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載

した書類が、関係法令に基づいて適正に作成されているか。 
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５ 審 査 の 期 間

令和6年7月19日～令和6年8月8日 

６ 審 査 の 方 法 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載

した書類を精査するとともに、関係職員から説明を聴取した。 

７ 審 査 の 結 果 

（１）総合意見 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 

ア 健全化判断比率 

％ ％ ％

             　 ―            １１．２５            ２０．００

           　   ―            １６．２５            ３０．００

         　　２．６            ２５．０            ３５．０

     　   　 ９．３          ３５０．０

実 質 赤 字 比 率

比　　　率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

早期健全化基準 財政再生基準
　区　　　　　分

（参　　考）

（注）実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていないため、実質赤字比率及び連結実質赤字比

率は｢―｣表記となる。 
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イ 資金不足比率 

％ ％

                       ―                 　　 ２０．０

                       ―                  　　２０．０

                       ―                 　　 ２０．０病 院 事 業 会 計

（参　　考）
比　　　　　　率

経営健全化基準
区　　　　　分

下 水 道 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

（注）いずれの会計も資金不足額が生じていないため、資金不足比率は｢―｣表記となる。 

（２）個別意見 

ア 健全化判断比率 

（ア）実質赤字比率について 

令和５年度決算に基づく実質赤字額は生じておらず、実質赤字比率は算出されなかった。

引き続き健全な財政運営の推進に努められたい。 

（イ）連結実質赤字比率について 

令和５年度決算に基づく連結実質赤字額は生じておらず、連結実質赤字比率は算出され

なかった。引き続き健全な財政運営の推進に努められたい。 

（ウ）実質公債費比率について 

令和５年度決算に基づく実質公債費比率は2.6％と前年度(3.1％)より0.5ポイント減少

しており、早期健全化基準値の25.0％を下回っている。この主な要因は、一般会計等元利

償還金及び準元利償還金のうち債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものが減

少したことによるものである。今後も財政硬直化を招くことのないよう、引き続き健全な

財政運営の推進に努められたい。 

（エ）将来負担比率について 

令和５年度決算に基づく将来負担比率は9.3％と前年度(6.7％)より2.6ポイント増加し

たものの、早期健全化基準値の 350.0％を下回っている。この主な要因は、充当可能財源

等のうち基準財政需要額算入見込額が減少したこと及び将来負担額のうち一般会計等以外

の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額が増加したことによるも

のである。今後も将来負担比率増加を招くことのないよう、引き続き健全な財政運営の推

進に努められたい。 
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イ 資金不足比率 

水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の各事業については、令和５年度決算に

基づく資金不足額は生じておらず、資金不足比率は算出されなかった。引き続き健全な経営

の推進に努められたい。 

（３）是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項はない。    
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（参 考） 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業
川口市立看護学校事業特別会計
川口都市計画土地区画整理事業特別会計
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険事業特別会計

公 小型自動車競走事業特別会計
営 川口駅西口地下公共駐車場事業特別会計
事 川口駅東口地下公共駐車場事業特別会計
業 交通災害共済事業特別会計
会
計

戸田ボートレース企業団
埼玉県後期高齢者医療広域連合
彩の国さいたま人づくり広域連合
土地開発公社
埼玉県信用保証協会
（一財）川口中小企業共済協会

一部事務組合・広域連合

地方公社・第三セクター等

（財政課資料による）

企業に係る特別会計
    以外の特別会計

公営企業に係る会計
[ 公営企業会計 ]

水道事業会計

下水道事業会計

病院事業会計

健全化判断比率及び資金不足比率の対象
一
般
会
計
等

一　　　般　　　会　　　計

一般会計等に属する
特別会計

一般会計等以外の
特別会計のうち公営

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
赤
字

資
金
不
足
比
率

実

質

公

債

費

比

率

将

来

負

担

比

率

1健全化判断比率   

  実 質 赤 字 比 率：一般会計のほか、一部の特別会計を含む「一般会計等」の実質赤字額

を標準財政規模の額で除した比率 

   連結実質赤字比率：公営企業会計を含む全会計の実質赤字額を標準財政規模の額で除した

比率 

   実質公債費比率：上記全会計のほか、一部事務組合や広域連合を含む会計が負担する元

利償還金等を標準財政規模を基本とする額で除した比率の３か年平

均 

    将 来 負 担 比 率：上記すべての会計のほか、地方公社や第３セクター等を含む会計の将

来負担額を標準財政規模を基本とする額で除した比率 

1資金不足比率   

  公営企業会計の資金不足額を事業規模で除した比率 
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